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戸田市建設工事における四者会議実施要領 

平成３０年１０月２４日市長決裁 

（趣旨） 

第１条 この要領は、市が発注する建築工事又は建築設備工事に係る建設工事におい

て、設計者、施工者、監理者及び市（以下「発注者」という。）が各種情報を共有

し、設計意図を詳細に伝達することにより、現場における課題を早期に把握し、当

該工事の品質確保を図ることを目的とし実施する会議（以下「四者会議」という。）

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（対象工事） 

第２条 四者会議の実施の対象となる工事（以下「対象工事」という。）は、業務委

託による設計成果を有する工事で、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 構造計算を伴う重要構造物を含む工事 

 (2) 複雑な設計条件のある工事（施工計画等） 

(3) 作業工程に制約のある工事 

(4) その他設計者、監理者又は発注者が必要とする工事 

（四者会議の構成員） 

第３条 四者会議の構成員は、次の各号のとおりとする。 

(1) 設計者 対象工事に係る実施設計等（調査解析を含む）を実施した建築設計

事務所等の技術管理者、主任担当者又は設計・施工条件等を説明できる者 

(2) 施工者 現場代理人、監理技術者、主任技術者その他必要な工事業者等 

(3) 監理者 現場責任者、管理技術者、担当主任技術者その他必要な技術者等 

(4) 発注者 工事監督所属長、監督員又は工事監督所属長が指名した者 

（四者会議の協議の対象とする事項） 

第４条 四者会議の協議の対象とする事項は、次の各号のとおりとする。 

(1) 実施設計の設計意図に関する事項 

(2) 戸田市建設工事請負契約約款第１８条（条件変更等）に関する事項 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、設計・施工に関する事項 

（契約書等への明示） 

第５条 発注者は、対象工事及び対象工事に係る工事監理業務の入札の公告及び請負

契約の締結に当たっては、告示文及び契約書において、四者会議開催の可能性を施

工者及び監理者に対し明示するものとする。 

（設計者への四者会議の開催に係る工事情報の提供） 

第６条 発注者は、対象工事に関係する設計者に対し、四者会議の対象とすること及

び工事発注時期等の情報を提供することができる。 

（施工者の対応） 

第７条 施工者は、対象工事受注後、速やかに設計図書の照査及び現地調査を実施す

るとともに、施工計画立案に際しての設計者に対する疑問点、確認を要する事項等
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を整理、工事質疑書（第１号様式）を作成し、四者会議の開催希望時期、照査結果、

疑問点等を監督員に報告するものとする。 

２ 施工者は、対象工事施工に際しての設計者に対する設計図書、現地条件等に係る

疑問点、確認を要する事項等が生じたときは、当該事項等を整理、工事質疑書を作

成し、四者会議の開催希望時期、疑問点等を監督員に報告することができる。 

（監理者の対応） 

第８条 監理者は、対象工事に係る工事監理業務受注後、速やかに設計図書の照査及

び現地調査を実施するとともに、業務計画立案に際しての設計者に対する疑問点、

確認を要する事項等が生じたときは、当該事項等を整理、工事質疑書を作成し、四

者会議の開催希望時期、照査結果、疑問点等を監督員に報告するものとする。 

２ 監理者は、対象工事に係る工事監理業務履行に際しての設計者に対する設計図

書、現地条件等に係る疑問点、確認を要する事項等が生じたときは、当該事項等を

整理、工事質疑書を作成し、四者会議の開催希望時期、疑問点等を監督員に報告す

ることができる。 

（四者会議の実施） 

第９条 四者会議は、次の各号のとおり実施することとする。 

(1) 開催時期 

ア 第１回の四者会議は、原則として、工事着手前の施工計画書の提出前に開催

するものとし、発注者は、開催時期を調整した上で四者会議を開催するものと

する。 

イ 発注者は、施工者又は監理者から報告を受けた照査結果、疑問点等について、

内容を確認し、設計成果に関するものは事前に設計者にその内容を伝えるもの

とする。 

ウ 施工条件の変化等の問題が発生した場合、又は第７条第２項若しくは前条第

２項の報告があった場合は、発注者は開催時期を調整した上、四者会議を開催

することができる。 

(2) 四者会議の運営 

ア 四者会議の進行は、発注者が行い、事業目的、協議調整状況、現地条件等の

工事全般に関する注意事項等の伝達を行うものとする。 

イ 施工者又は監理者は、設計図書の照査を踏まえた現場条件又は施工上の課

題、設計照査結果及び仮設計画等に関すること、新技術の提案等の説明を行う

ものとする。 

ウ 設計者は、対象工事に係る実施設計報告書等により設計意図及び施工上の留

意点を説明するとともに設計成果に関する質問に回答するものとする。 

エ 協議した内容等の確認は、工事質疑書により行うこととし、発注者は、四者

会議実施後速やかに四者会議実施報告書（第２号様式）を作成し、保管するも

のとする。 



3 

２ 四者会議に使用する資料等は設計者、施工者又は監理者が用意するものとする。 

（設計変更の対応） 

第１０条 四者会議で確認された事項で対象工事に係る工事請負契約又は業務委託

契約における設計変更を要するものについては、「戸田市建設工事請負契約約款」

又は「戸田市建築設計業務委託契約約款」に基づき、設計者、施工者及び発注者の

三者においてその責任範囲を明確にするものとする。 

（設計者との契約等） 

第１１条 発注者は、四者会議に参加する設計者と設計業務の対象である工事の設計

意図を正確に伝えるための業務（以下「設計意図伝達業務」という。）に係る委託

契約を締結するものとし、設計者から次の書類が提出されたときは、記載内容を確

認し、必要な処理を行うものとする。 

(1) 設計意図伝達業務計画書 

(2) 説明図及びデザイン詳細図等 

(3) 色彩等計画書 

(4) 打合せ記録 

(5) 確認項目一覧表 

(6) 月間業務計画表 

(7) 月間業務報告書 

(8) 協力事務所承諾願（戸田市標準業務委託契約約款第７条関係） 

(9) 業務責任者通知書（戸田市標準業務委託契約約款第９条関係） 

(10) 履行期間延長申請書（戸田市標準業務委託契約約款第１７条関係） 

(11) 委託業務完了通知書（戸田市標準業務委託契約約款第２５条関係） 

(12) その他必要と思われる書類 

２ 施工者及び監理者に対する費用については、工事打合せ及び業務打合せに含まれ

るものとし、計上しないものとする。 

 （業務人・時間数の算定） 

第１２条 設計意図伝達業務に係る業務人・時間数又は床面積は、契約図書等に定め

られた業務内容等に基づき算定するものとする。 

２ 複数年度にわたる工事を対象とする設計意図伝達業務の各年度の業務人・時間数

は、当該工事全体に対する設計意図伝達業務に係る業務人・時間数に基づき各年度

の業務の出来高を勘案して算定することができる。 

 （条件の追加等） 

第１３条 発注者の責めに帰すべき事由により、設計意図伝達業務の条件若しくは内

容に追加又は変更が生じた場合は、所要の業務人・時間数を算定するものとする。 

２ 設計業務の成果図書に基づく床面積の合計、若しくは工事費と当初の設計業務等

委託料の積算に用いた床面積の合計、又は工事費との差による業務人・時間数の変

更は、これを行わないことができる。ただし、計画上の床面積の合計又は工事費が
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変更された場合は、この限りでない。 

（検査の協力）  

第１４条 発注者は、設計者に対して次の各号に掲げる検査の時期を伝え、当該検査

に立会わせることができる。 

(1) 完成検査 

(2) 完済部分検査 

(3) 既済部分検査 

(4) 中間検査 

（その他） 

第１５条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

２ 事務の参考に、別紙１「四者会議実施フロー」、別紙２「四者会議の実施にあた

っての留意事項」及び別紙３「戸田市建築工事設計意図伝達業務委託特記仕様書(標

準例)」を添付する。 

附 則 

この要領は、平成３０年１０月２４日から施行する。 
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別紙１ 

四 者 会 議 実 施 フ ロ － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※第２回以降の四者会議の開催に当たっては、上記フローを参考に適時実施するものとする。

発注者 監理者 

●工事発注(建築工事) 

業務発注(工事監理) 

●工事質疑書を作成・提出

●四者会議開催準備 

●業務委託発注 

(設計意図伝達業務) 

●実施結果の報告 

●工事受注 

(建築工事) 

●事前準備 

四    者    会    議 

・四者会議の必要性を

判断 

・告示文に四者会議の

対象であることを明示 

・設計図書の照査 

・現地調査 

・当該工事の設計者との

特命随意契約 

・施工者・監理者より工事

質疑書(様式１)を受理 

・質疑書内容の確認、設

計者への伝達 

・開催日程の調整 

・照査結果・現地調査に

より工事質疑書(様式

１)の質疑事項を作成 

・質疑書を監督員に提

出し、四者会議の開催

を申請 

・質疑内容の確認 

・工事質疑書(様式１)

の回答を作成 

・必要書類の作成 

・四者会議実施報告書

(様式２)を作成し報

告、保管。 

施工者 

●業務委託受注 

(設計意図伝達業務) 

・契約書に四者会議の

対象であることを明示 

設計者 

●設計図書の照査・ 

現地調査を実施 

●業務受注 

(工事監理業務) 

●設計図書の照査・ 

現地調査を実施 

・設計図書の照査 

・現地調査 

●工事質疑書を作成・提出

・照査結果・現地調査に

より工事質疑書(様式

１)の質疑事項を作成 

・質疑書を監督員に提

出し、四者会議の開催

を申請 

●施工者決定 

監理者決定 
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別紙２ 

四者会議の実施にあたっての留意事項 

 

１ 建設工事について（第２条関係） 

(1) 四者会議の対象は、建築工事又は建築設備工事に限るものとする。なお、土木工

事において、設計業務の受注者に当該設計業務の対象である工事に係る設計意図を正

確に伝えるための質疑応答、説明等を委託する場合は、設計内容確認業務による。 

２ 契約書等への明示について（第５条関係） 

(1) 対象工事及び対象工事に係る工事監理業務の入札の公告及び請負契約の締結に当

たり、四者会議開催の可能性を施工者及び監理者に対し明示するため、告示文及び契

約書（工事請負契約書の頭書９「その他の特定条件」及び業務委託契約書の頭書６「そ

の他」。設計者と監理者が同一の場合を除く。）に加える例文は次のとおりとする。 

「この契約は、発注者、受注者、○○○及び当該工事の設計者が、各種情報を共有し、

設計意図を詳細に伝達することにより、現場における課題を早期に把握し、当該工

事の品質確保を図ることを目的とした四者会議の実施の対象とする。」 

※○○○は工事請負契約の場合は「監理者」、監理業務契約の場合は「施工者」 

(2) 設計意図伝達業務の発注が見込まれる設計業務については、設計意図伝達業務を随

意契約する予定がある旨を入札の公告において明示することに努める。 

３ 四者会議の運営について（第９条関係） 

(1) 会議資料は、設計業務委託成果品、工事発注資料、工事質疑書、その他資料とする。 

(2) 四者会議の進行は発注者が行うものとする。 

(3) 四者会議の開催に当たっては、設計者が打合せ記録を作成するものとする。 

４ 四者会議の開催等について（第９条関係） 

(1) 四者会議において、発注者が次回会議の開催が必要であると判断した場合は、設計

者、施工者及び監理者と次回会議の開催時期について調整するものとする。 

(2) 次回会議を開催しようとする場合は、打合せ記録に次回会議を開催したい旨を明記

し、打合せ記録とともに次回会議の開催に係る決裁を受けることにより、次回会議の

開催を決定するものとする。 

(3) 工事が進捗する中で新たに四者会議の開催が必要であると発注者が判断した場合

は、設計者、施工者及び監理者と次回会議の開催時期について調整するものとする。 

５ 設計者の費用について（第１１条関係） 

(1) 四者会議に参加する設計者は、対象工事に係る設計業務の履行期間が終了している

ことから、四者会議に参加するための費用（設計内容の技術的な説明に係る人件費、

旅費交通費等）が生じることになるため、新たな業務委託として取扱うものとする。

ただし、当該設計に関しての修正設計や図面修正等、他のコンサルタントでも実施で

きる業務については当該業務委託の対象としないものとする。 

６ 契約手続きについて（第１１条関係） 
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(1) 設計意図伝達業務については、設計業務が終了しない場合においては、委託すべき

業務内容及び業務量が決まらないため、設計業務と別契約として発注するものとする。 

(2) 設計意図伝達業務は、工事施工段階において、設計者が、設計意図を正確に伝える

ための質疑応答、説明等及び工事材料・機器等の選定に関する設計意図の観点からの

検討、助言等を行うもので、設計意図を正確に把握している当該設計図書を作成した

設計者が行う必要があり、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号「契約の性質又は

目的が競争入札に適さないとき」に該当することから特命随意契約によるものとする。 

(3) 予定価格は、建築士法に基づく業務報酬基準及び埼玉県の算定基準に基づき算出す

ることから、設計者独自の積算を要する場合を除き、原則として、設計者からの見積

書の徴取は行わないものとする。 

(4) 契約書等は「業務委託契約書、戸田市標準業務委託契約約款」を使用し、契約の件

名は「○○○○○〇○○工事設計意図伝達業務委託」とする。 

(5) 工事の工程に連動した「遅滞ない設計意図伝達」を確実に実施するため、仕様書に

おいて、常に工事の工程を確認して業務を実施すること、工事の工程に合わせて検討・

報告等の期限が設定された場合は、これを遵守すること等を契約事項として規定する。 

７ 契約の履行内容について（第１１条関係） 

発注者は、四者会議に参加する設計者との間に、設計業務の対象である工事に係る設

計意図を正確に伝えるため、設計意図伝達業務に係る委託契約を締結するものとし、設

計者は次の各号に掲げる事項を履行するものとする。 

 (1) 設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等 

  ア 対象工事の設計図書に関して対象工事に係る施工者又は監理者から提出される質

疑（設計図書の不備に起因するものを除く）の説明 

  イ 施工図等を作成するのに必要となる説明図、デザイン詳細図等の作成及び説明 

 (2) 工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点からの検討、助言等 

  ア 設計意図の伝達に係る施工図の確認 

イ 色彩等計画書の作成 

  ウ その他必要な事項 

８ 履行の確認について（第１１条関係） 

(1) 発注者は、設計者からの業務完了の通知を受け、業務の成果として、下記により履

行を確認するための検査を行うものとする。 

ア 打合せ記録 

イ 工事質疑書（第 1号様式） 

ウ 四者会議実施報告書（第２号様式） 

エ 設計者から提出された成果物（説明図及びデザイン詳細図等、色彩等計画書等） 

オ 参考資料として四者会議で配付された資料 

９ 予算について（第１２・１３条関係） 

(1) 設計意図伝達業務に係る予算科目は「委託料」とし、工事予算課において対象工事

に係る「工事請負費」と同時期に計上するものとする。 
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別紙３ 

戸田市建築工事設計意図伝達業務委託特記仕様書(標準例) 

 

Ⅰ 業務概要 

  １．業務名称                        設計意図伝達業務  

  ２．対象施設の概要 

      この業務の対象となる施設（以下「対象施設」という。）の概要は、以下のとおりとする。 

    (1) 対象施設の名称                             

   (2) 対象施設の場所                             

    (3) 対象施設の用途                             

(4) 対象施設の面積  （延べ面積）            ㎡ 

  ３．対象工事の概要 

      この業務の対象となる工事（以下「対象工事」という。）の概要は、以下のとおりとする。 

    (1) 対象工事の名称                             

   (2) 対象工事の場所                             

    (3) 対象工事の工期                             

    (4) 備     考                             

 

Ⅱ 業務仕様 

   本特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）に記載されていない事項は、「埼玉県建築工

事設計業務委託共通仕様書」によるものとする。 

１．業務の内容及び範囲 

(1) 一般業務の範囲 

(a) 本業務の技術管理者及び主任担当者（以下「技術管理者等」という。）は、工事施工

段階において、○○○○○○○○○○○○○○○○設計業務（以下「設計業務」）とい

う。）に係る設計意図（以下「設計意図」という。）を正確に伝えるため、対象工事の

図面及び仕様書等（以下「設計図書」という。）に基づき、質疑応答、説明、工事材料・

設備機器等の選定に関する検討、報告等を次の業務範囲について行う。 

(b) 業務の範囲 

業務の範囲は次の通りとする。 

① 設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等 

          ⅰ 対象工事の設計図書に関して対象工事に係る施工者又は監理者から提出される質

疑（設計図書の不備に起因するものを除く）の説明 

          ⅱ 施工図等を作成するのに必要となる説明図、デザイン詳細図等の作成及び説明 

        ② 工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点からの検討、助言等 

          ⅰ 設計図書では、特定の資機材メーカー等の指定にならないように仕様や性能を明

記されているため、 施工者等が資機材メーカー等を決定した後に、施工者から提出

される形状、納まり等の設計内容を確認する必要がある次に掲げる施工図等の確認 
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             ・   （※施工図等の名称を具体的に記載） 

          ⅱ 施工者等が資機材メーカー等を決定した後に、仕上げ材料（設備器材等の仕上げ

を含む）の色彩、柄等について色彩等計画書としてまとめる。 

          ⅲ その他次に示す施工図等 

             ・   （※施工図等の名称を記載 例：特注品、特殊な工法の場合等） 

(2) 追加業務の内容及び範囲 

       ・   （※業務の内容及び範囲を具体的に記載） 

２．業務の実施 

(1) 一般事項 

      (a) 本業務は、提示された設計図書及び適用基準に基づき実施する。 

      (b) 技術管理者等は監督員の指示により、意図伝達業務の確認項目一覧表を作成し監督員

の承諾を得るものとする。 

      (c) 技術管理者等は監督員の指示に従い、業務の履行経緯及び経緯を明確に記した書類を

整備するものとし、監督員の請求があったときは、ただちに提出するものとする。 

      (d) 技術管理者等は月間業務計画表及び月間業務報告書を作成し、監督員に提出するもの

とする。 

      (e) 技術管理者等は所定の業務を処理した場合は、その都度その概要を監督員に報告する

ものとする。 

      (f) その他 

        ① 本業務の履行にあたり、施工図等の確認段階で生じる調整事項については、対象工

事の監督員と必要な内容確認及び問題点の整理を行うことができる。ただし、当該内

容確認等を行った場合は、その内容及び結果について遅滞なく監督員に報告し、必要

な指示を受けなければならない。 

        ② 本業務の履行にあたり、施工者等及び監理者との設計内容に関する内容確認等を、

監督員の承諾を得て直接行うことができる。ただし、当該内容確認等において、施工

者等及び監理者に対して、如何なる方法によるかを問わず指示その他の命令及び決定

を行ってはならない。 

        ③ 本業務の技術管理者等は、監督員の承諾を得て、本業務の履行に当たり必要な施工

図等及び施工途中の現地の確認を行うことができる。 

    ④ 本業務の技術管理者等は、常に工事の工程を確認して業務を実施すること、及び工

事の工程に合わせて検討、報告等の期限が設定された場合は、これを遵守することと

し、その他本業務を工事の工程に連動し、遅滞なく確実に実施しなければならない。 

(2) 適用基準等 

・ 設計業務における適用基準 

      ・   （※適用する基準を具体的に記載） 

    (3) 業務計画書 

        設計意図伝達業務計画書には、次の内容を記載する。 

      (a) 業務工程 
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      (b) 業務組織計画（担当技術者名簿及び業務分担表を含む。） 

    (4) 貸与資料等 

      ・ 適用基準等（貸与品） 

      ・ 設計図書 

      ・ 敷地調査報告書 

貸与場所（         ） 貸与時期（         ） 

返却場所（         ） 返却時期（         ） 

    (5) 打合せ及び記録 

       打合せは次の時期に行い、その内容を書面に記載し、これを監督員に提出する。 

      (a) 業務着手時 

      (b) (1)(f)に定める内容確認又は調整を行う場合 

      (c) 監督員又は技術管理者が必要と認めた時 

    (6) その他、業務の履行に係る条件等 

      (a) 指定部分の範囲   （                    ） 

      (b) 指定部分の履行期限 （                    ） 

      (c) 成果物の提出場所  （                                       ） 

      (d) 成果物の取り扱いについて 

           提出された説明図、デザイン詳細図等は、当該施設に係る工事の施工者に貸与し、

当該工事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使

用することがある。 

  ３．提出書類等 

 

成  果  物  等 

 

原 図

 

陽画焼

 

製本形態 

 

摘  要 

(A4 版以外は特記)

・設計意図伝達業務計画書 

・説明図及びデザイン詳細図等 

・色彩等計画書 

・打合せ記録 

・確認項目一覧表  

・月間業務計画表 

・月間業務報告書 

・ 

・ 

・ 

１部 

１部 

１部 

1 部 

1 部 

1 部 

1 部 

1 部 

1 部 

1 部 

部 

部 

部 

部 

部 

部 

部 

部 

部 

部 

A4 ﾌｧｲﾙ綴じ 

A4 ﾌｧｲﾙ折込み 

A4 ﾌｧｲﾙ折込み 

A4 ﾌｧｲﾙ綴じ 

A4 ﾌｧｲﾙ綴じ 

A4 ﾌｧｲﾙ綴じ 

A4 ﾌｧｲﾙ綴じ 

 

A3 又は A1 

A3 又は A1 
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第１号様式（第７条関係） 

工 事 質 疑 書 

 

工 事 名  

工 事 場 所  

施 工 者  

質疑作成日     年  月  日 回 答 作 成 日     年  月  日 

 

番号 質 疑 事 項 回    答 備 考 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

【確認欄】 

設  計  者 施  工  者 監  理  者 発  注  者 

技術管理者 主任担当者 現場代理人 
監理技術者

主任技術者
担当技術者

現場責任者

管理技術者

担当主任 

技術者 

工事監督 

所属長 
担当監督員
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第２号様式（第９条関係） 

所 属 長 担当監督員

  

四 者 会 議 実 施 報 告 書 

１ 実施日 

回 数 実 施 日 時  間 会  場 

第  回     年  月  日 ：  ～  ：    

２ 出席者 

区分 所属・会社名 職名 氏名 

設計者 
   

   

    

施 工者    

    

監 理者 
   

   

発 注者 
   

   

３ 工事情報 

工 事 名  

工 事 場 所  

工 期  

施 工 者 名  

４ 設計業務委託情報 

業務委託の名称  

期 間  

受 注 者 名  

５ 工事監理業務委託情報 

業務委託の名称  

期 間  

受 注 者 名  

６ 添付資料 

  ・工事質疑書  ・打合せ記録    ・        ・ 

・その他（                             ） 


